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新型コロナワクチン接種

（令和５年春開始接種）について

新型コロナワクチンの令和５年春開始接種を令和５年５月

８日より開始しています。

詳細については、以下のとおりです。

対象者について

①65歳以上で1回目及び2回目のワクチン接種完了している方

②5歳以上、64歳以下で基礎疾患を有する方

③医療従事者、高齢者等施設従事者

※基礎疾患を有する方の範囲については、次ページに記載して

います。

接種券について

①については、前回接種から3か月を経過する頃に順次、接種

済証及び接種券を住所地に郵送しています。

②については、役場福祉課にて基礎疾患が有ることを申請さ

れた方に接種券を発行します。

③については、役場福祉課へ事業所から申請書を提出された

方に接種券を発行します。

詳細は役場福祉課へお問い合わせください。



基礎疾患を有する方の範囲

●個別接種を希望する場合

接種を希望される医療機関等へ直接電話で予約してください。
・医療機関の連絡先等については、接種券に同封している「受託医療機関一覧」をご覧くだ

さい。

・予約の受付及び接種開始日については、医療機関毎に異なりますのでご注意ください。

接種が届いたら・・・・
接種券がお手元に届いたその日から接種が可能です。

接種については、以下の方法があります。

●集団接種を希望する場合

日程等が決まり次第、町広報誌及びホームページにてお知ら
せします。


